
国立大学法人東京農工大学外国人語学教員等給与細則 
 

平成１９年４月１日 
１９細則第１号 

 
 （趣旨） 
第１条 この要項は、国立大学法人東京農工大学外国人語学教員等に関する規程（以下「規程」

という。）第４条の規定に基づき外国人語学教員及び外国人研究員の給与の支給について、必

要な事項を定めるものとする。 
 （給与の種類、計算期間及び支給日） 
第２条 外国人語学教員及び外国人研究員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲

げるとおりとする。 
区分 給与の種類 給与の計算

期間 
給与の支給日 

月次年俸

通勤手当 
住居手当 

一の月の初

日から末日

まで 

その月の１７日（ただし、１７日が日曜

日に当たるときは、１５日、１７日が土

曜日に当たるときは、１６日、１７日が

休日に当たるときは、１８日） 
入試手当  別に定める 

外国人語学教員 
 

深夜勤務手当 一の月の初

日から末日

まで 

翌月の１７日（ただし、１７日が日曜日

に当たるときは、１５日、１７日が土曜

日に当たるときは、１６日、１７日が休

日に当たるときは、１８日） 
俸給 
通勤手当 

一の月の初

日から末日

まで 

その月の１７日（ただし、１７日が日曜

日に当たるときは、１５日、１７日が土

曜日に当たるときは、１６日、１７日が

休日に当たるときは、１８日） 

外国人研究員 

深夜勤務手当 一の月の初

日から末日

まで 

翌月の１７日（ただし、１７日が日曜日

に当たるときは、１５日、１７日が土曜

日に当たるときは、１６日、１７日が休

日に当たるときは、１８日） 
 （外国人語学教員の年俸） 
第３条 外国人語学教員の年俸は、その者の職務、学歴、免許・資格、職務経験等及び国立大

学法人東京農工大学職員就業規則第４条第１項に定義する職員（以下「職員」という。）との

均衡を考慮して決定する。 
２ 年俸は、４月１日から３月３１日までの１年間の総額を１２等分し、年１２回支給する。

ただし、会計年度の途中で採用された場合は、当該採用日から直近の３月３１日までの期間

に応じた額、等分及び支給回数とする。 
３ 前項に定める１回に支払われる月次年俸の額に１円未満の端数を生じたときは、これを１



円に切り上げるものとする。 
４ 外国人語学教員が、退職し又は解雇されたときは、原則としてそれ以降の年俸は支給しな

い。 
 （外国人研究員の俸給） 
第４条 外国人研究員の俸給は、別表第１により、甲種にあっては俸給月額、乙種にあっては

同表の号俸及び俸給月額により支給する。 
２ 前項の号俸は、その者の学歴、経歴等に応じて、別表第２及び別表第３により職員の給与

決定方法に準じて算定し、決定する。 
 （通勤手当） 
第５条 通勤手当は、職員の例に準じて支給する。 
（住居手当） 

第６条 規程第８条第２項に定める外国人語学教員に支給する住居手当は、職員の例に準じて

支給する。 
 （入試手当） 
第７条 外国人語学教員には、職員の例に準じて入試手当を支給する。 
 （深夜勤務手当） 
第８条 外国人語学教員及び外国人研究員が、業務上の必要により、深夜（午後１０時から午

前５時）に勤務した場合は、次条に定める勤務１時間当たりの給与額の１００分の２５を深

夜勤務手当として支給する。 
 （勤務１時間当たりの給与額の算出） 
第９条 第８条に定める勤務１時間当たりの給与額は、月次年俸の額を１年間における１月平

均所定労働時間で除して得た額とする。 
２ 前項の勤務１時間当たりの給与の額を算定する場合において、その額に５０銭未満の端数

を生じたときは、これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときは、これを１円

に切り上げるものとする。  
 （職員給与規程の準用） 
第１０条 国立大学法人東京農工大学職員給与規程第３条から第６条まで、第９条及び第２１

条の規定は、外国人語学教員及び外国人研究員について準用する。 
 （雑則） 
第１１条 この細則に定めるもののほか、外国人語学教員及び外国人研究員の給与の支給に関

し必要な事項は、別に定める。 
 
   附 則 
１ この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 
２ この細則の施行に伴い、国立大学法人東京農工大学外国人教師及び外国人研究員給与支給

要項（平成１７年９月２１日制定）は廃止する。 



 

別表第１（外国人研究員）

区分 俸給月額

甲種

号俸及び俸給月額

1 2 3 4 5 6 7

６月
以上

434,000円 493,000円 553,000円 609,000円 665,000円 720,000円 764,000円

６月
未満

380,000円 432,000円 485,000円 533,000円 581,000円 630,000円 668,000円

甲種は、顕著な研究業績を有する者に適用し、乙種はそれ以外の者に適用する。

872,000円

雇用
期間

乙種

 
 

 

別表第２（外国人研究員（乙種適用者）号俸格付基準表）

号俸 大学卒業後の経験年数 短期大学卒業後の経験年数

1 ０年以上２年未満 ０年以上５年未満

2 ２年以上７年未満 ５年以上１０年未満

3 ７年以上１２年未満 １０年以上１５年未満

4 １２年以上１９年未満 １５年以上２２年未満

5 １９年以上２６年未満 ２２年以上２９年未満

6 ２６年以上３２年未満 ２９年以上３５年未満

7 ３２年以上 ３５年以上  

 

 

別表第３（経験年数換算表）

経歴 換算率

教育･研究系職員として在職した期間 100/100

その他の期間 80/100

100/100

民間会社の職員としての在職期間 80/100

兵役期間、牧師、修道女等の期間 80/100

教育、研究等に関する職務に従事した期間
で、その職務についての経験が直接役立つ
と認められる期間

100/100

その他の期間 50/100

外国政府等公的機関又は
教育･研究期間の職員とし
ての在職期間

学校又学校に準ずる教育機関における在学期間
（正規の修学年数内の期間に限る。）

その他の期間

 
 
 
 


